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わが国の企業 会計 制度 は,2000年3月 期(1999年4月1日 以 降開始す る事

業年度)よ り大幅 に改正 され,公 開企業 で は,単 独 決算 中心 の情報 開示 か ら

連 結決算中心の情報開示 へ と変 更 され た。

1999年 度 か ら導入 され た連結決算 を中心 とす る情 報 開示制度 は意 義深 い も

のが あ る。今 回の会計制度 改革が促 すグルー プ連結 経営 の重視 は
,日 本 の企

業経 営の在 り方 を変革 す る。 グルー プ経営 で はグルー プ全体 の企業価値 の最

大化 を図 り,株 主利 益率 を上 げ る ことが要求 され る。資本 コス ト以上 の収 益

性 を確保 しな けれ ばな らない。 そのため に,い わ ゆる集 中 と選択 を通 して
,

事 業の再編 が進 む こ とが期待 され る。 同時 に税制 な どの制 度整備 も必要 であ

る。

先進国 で は連結納税制 度が定着 してい る。 グルー プ内で コー ポレー ト・ベ

ンチ ャー を育成 してい くため には,艀 化機能 が必 要で あ る。 そのため に も連

結納税制度 は不可欠 であ る。

連結納税制度 は企 業集団 に属 す る個 々の法人 を一体 の もの として課税 しよ

うとす る ものであ り,事 業部 か あ るい は子会社 か とい う企業 の組織形 態の変

更 に対 して,税 制 の中立性 を確保 す る制度 であ る。連 結納税 制度 には,(1)所
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得通算型 と(2)個別損益振替型が ある。

所得通算型 とは,グ ループ に属す る個別会社 の損益 を通算 して算 出 した連

結 べ一 スでの所得 に対 し,納 税額 を計算 す る ものであ る。 ア メ リカ,フ ラ ン

ス等 で導入 され てい る。

個別損益振替型 とは,グ ルー プに属す る個別会社 の損益 を他 の個別会社 に

振 り替 え,振 替後 の各社 の所得 に対 し,納 税額 を計算 す る もので ある。 ドイ

ツ,イ ギ リス等 で導入 されてい る。

すで に昭和42年5月 に大蔵省 企業会計審議会 か ら公表 された 「連結財務諸

表制 度 に関す る意見書」 において,連 結財務諸表 制度 は税 法上,ア メ リカで

は連結納税 申告 として制度化 され,企 業課税 の実質的合理化が行 われてい る

と述 べ られてい る。事 実,ア メ リカの連結納税 申告制度 の歴史 を調べ てみ る

と,連 結財務 諸表 の普及 は税務 の面 と非常 に深 い関係 が ある とい える。 そ こ

で本稿 では,1970年 までのア メ リカ連結納税 申告制度 の歴史 的な発展過程 の

概要 を検討 す る ことに した。

2

連 結財務 諸表 は,ア メ リカで は歴史 的 にみて租税 目的のた めに認識 され る

か な り以前 か ら,会 計専 門家た ちに よってすで に議論や思索 の展 開がな され

ていた。

1882年 の経済恐慌 ののち,ア メ リカにお ける資本主義 は史上最高 に繁栄 し

た。 しか し,企 業経営者 は恐慌 によって得 た教訓,す なわ ち,資 本主義 的生

産 の増大 に伴 う需給 の ア ンバ ラ ンス,そ の結果 としての経済 的不況 の悪循環

を回避す るた めに,供 給者側 か らの供給 の規制,競 争企業 間 におけ る価格 維

持,販 売地域 の割 当等,企 業 間の組織 的共同運 営 を効果的 な ものにす る必 要
1)

が あ っ た 。

と こ ろ で ア メ リカ 各 州 の 法 規 は,1888年 ま で トラ ス ト化 を許 して い な か っ
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た。 そ こで各競 争企 業 は,相 互 に共通 の計 画 を協定 した り
,通 常の契約形式

によって,ト ラス トの実 質的効 果 を期待 しよう としていた
。 この ような競 争

鰭 間 にお けるlil政 策 は泌 然 的 に不 当な価格形成 へ と導 くこ とにな
っ た 。

そ こで1890年 に,ア ン チ ・ トラ ス ト法 で あ る シ ャ ー マ ン法(theSherma
n

Actof1890)が 発 布 さ れ ,こ れ に よ っ て 不 当 な 価 格 形 成 は 禁 止 さ れ
,ト ラ

ス ト野 の他の形態におけるすべての契約等に関する灘 の効力 も消滅させ

られ た。 しか し,ア ンチ ・トラス ト法 の性 格 を もっ て い た シ ャー マ ン法 が発

布 さ れ た こ と に よ っ て,新 し い 現 象 も 生 ま れ た。 す な わ ち
,持 株 会 社

(h・ldingc。mpany)の 出 現 で あ ぎ 。

持 株 会 社 の 著 しい特 徴 の1つ は,1な い しそれ 以 上 の他 会 社 の 株 式 を全 部

な い し少 な く と も一 部 分 所 有 す る こ とに よ ってr実 質 的 に 当該 他 会 社 の経 営

を支 配 す る こ とで あ る。

1914年 ク レイ トン法(theClaytonActin1914)の 可 決 以 来
,実 質 的 に競

争 を制 限 す るか独 占 が生 じる傾 向 に あ る場 合 に は持 株 会 社 の設 立 を禁 止 した
。

しか し持 株 会社 は,非 競 争 会 社 間 で の垂 直 的 結 合 の手 段 と して盛 ん に な っ て

い っ た。

持 株 会 社 の 出現 に よ って,当 時 の会 計 士 た ち の 間 で持 株 会 社 の財 政 状 態 を

適 正 か つ 明 瞭 表 示 す る た め に は,持 株 会社 自体 の 貸 借 対 照 表 だ けで は不 十 分

で あ る とい う意 識 が 高 まっ て きた 。 これ が持 株 会社 に連 結 財 務 諸 表 を作 成 さ

せ る動 機 とな っ た の で あ る。

2な い しそれ以 上 のエ ンテ ィテ ィの財 務 報 告 を結 合 した報 告書 が
i公 式 に

発 表 され た の は今 世 紀 に入 る少 し前 の こ とで あ った。

つ ま り,X592年 に連 結 報 告 書 がNationalLeadCompanyに よ って
,さ ら

に,1894年 にGeneralElectricCompanyに よ っ て公 表 され た
。1902年 に は

U.S.RubberCompany,UnitedStatesSteelCorporation
,EastmanKodak

C・mpany,19・5年 に はBethlehemSteelC・rp。rati。n力 書公 表 し 建
.特 に,
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BethlehemSteelCorporationとUnitedStatesSteelCorporationの 最 初 の

公 表 報 告 書 は連 結 貸 借 対 照 表 と連 結 損 益 計 算書 の 両 者 を含 んで い た。 連 結 の

問題 点 を取 り扱 っ た最 初 の論 文 は,1906年 に発 行 され たTheJournalof
6)

Accountancyに 掲載 されてい る。

しか しなが ら,当 時 は内国歳 入庁長官 は多元的企業組織体 に対 して連結納

税 申告書 の提 出 を要請 してはいなかった。1918年 に当該長 官 によって規則 が

発布 された結果,連 結納税 申告 は所得税 法の強制 的 な役割 を示す ようになっ

たのであ る。 それ以来,連 結納税 申告 はかな り興味深 い歴史 を有 していたが,

しか しなが ら変化 の激 しい歴史 で もあ った。

連結納税 申告 は1922年 よ り以前 にお いて は強制 的 な ものであったが,そ れ

以後 は任意 的 な もの となった。

この連 結納税 申告書 を提 出す る とい う特権 は,1928年 の歳入法で ほ とん ど

削除 され て しまった。 さ らに1934年 にお いては,鉄 道会社 を除 いて廃止 され
7)

て し ま った。

1940年 に連 結 納 税 申告 は超 過 利 得 税 目的(excessprofitstaxpurposes)

の た め に復 活 した。1942年 法 は連 結 納税 申告 を再 び超 過利 得 税 目的 と所 得 税

目的 の た め に適 用 した 。 しか しなが ら,こ の場 合,連 結 納 税 申 告書 を作 成 す

る特権 に対 して2%の ペ ナ ル テ ィ を課 した 。

以 上 の よ うな 当該 制 度 の意 義 深 い 歴 史 的 展 開 を,便 宜 上 い くつか の時 代 区

分 して述 べ る こ とにす る。

3

1917年 の 歳 入 法

ア メ リカ連 邦 政 府 は,第 一 次世 界 大 戦 に よ る国 家 支 出 の増 大 を償 うた め に,

連 邦 議 会 に はか り1917年 に戦 時 内国 歳 入 法(WarRevenueActof1917)を

制 定 し,戦 時超 過利 得 税 を規 定 した。 当該 租 税 は累 進税 率 を適 用 した ア メ リ
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力合 衆 国 で の最 初 の 法人 税 で あ っ た。 と ころが,累 進 税 率 が非 常 に高 率 で あ

った の で,納 税 義 務 者 は,企 業 規 模 が 大 き くな り超 過 利 得 が 計 上 され る よ う

な場 合 に は,1企 業 を い くつ か の会 社 に分 割 した経 理 を行 い
,当 該 租 税 を回

避 し よ う と した。 そ こで この よ うな課 税 所 得 を減 ず る社 内 で の所 得 配 分 を防

止 す るた め に,内 国 歳 入 庁 長 官(theCommissionerofInternalRevenue>

は連 結 納 税 申告 を要 請 す る よ うに な った。

1917年 歳 入 法 は,連 結 納 税 申告 に対 して法 定 の権 限 が 十 分 備 わ って い な か

った。1918年3月6日,当 該 制 度 を円 滑 に運 営 す る 目的 で認 可 され た財 務 省

令 第2662号(TreasuryDecisionNo .2662)は,内 国 歳 入 庁 長 官 に よ っ て公

表 され た 規 則 に従 っ て超 過 利 得 税 の た め に関 連 法 人 に よ っ て連 結 納 税 申 告書

を提 出 す る こ とを要 求 した。

当該 規 則 で は関係 グル ー プ を次 の よ う に規 定 して い る。 す な わ ち,1つ の

法人 が 他 の1つ あ るい はそ れ以 上 の 法 人 の すべ て,あ る い は実 質 的 に すべ て

の株 式 を所 有 ま た は 支 配 し て い る場 合(い わ ゆ る 「A種 」 関 係 〔aclass

"A"affiliati
on〕),あ る い は2つ,ま た は それ以 上 の 法人 の実 質 的 に す べ て

の株 式 が1個 人,ま た はパ ー トナ ー シ ップ に よ り所 有 され て い る場 合(い わ

ゆ る 「B種 」 関 係 〔aclass"B"affiliation〕)に お い て
,法 人 は これ らの規

則 に よっ て関 係 が あ る もの とみ な され$)。

厳 密 に は実 質 的 に す べ て の株 式 を構 成 して い る もの は何 か につ い て は
,な

ん ら規 定 され て い な い。

連 結 納 税 申告 書 は これ らの 規 則 の も とで は強 制 的 で あ ったが
,よ り公 平 な

課 税 所 得 を決 定 す るた め に内 国歳 入 庁 長 官 の裁 量 に任 せ られ て い た
。 後 に な

ってs財 務 省令 第2662号 の正 当性 に対 して異 議 を 申 し立 て られ た 時 期 に注 目

す る こ とは興 味 深 い こ とで あ る。1921年 の歳 入 法 にお い て財 務 省 規 則 第41号

の77条 を批 准 す る こ とに よ って,議 会 は そ れ に法 的能 力 を 与 えた
。
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198年 の歳入法

1918年 法 は,は じめて連結納税 申告書 の提 出 に対 して成文法化 され詳細 に

規 定 した もので ある。 この結果連結納税 申告制度 は もはや1917年 法の ように

内国歳入庁長官 の任意 の もので はな くな り,強 制的 な もの となった。1918年

法 に関 して上 院 の 財 務 委 員 会 報 告(theSenateFinanceCommittee

Report)は 次の よ うに述べ てい る。

「連結納税 申告の直接 的効果 に関す る限 り,連 結 はあ る場合 に は税金 を増

加 させ また ある場 合 には税金 を減少 させ る。 しか しなが ら,当 該 申告の一

般的,永 続的効果 はなん らかの他 の方法で も妨 げる ことので きない租税 回

避 を防止 す る ことで ある。

関係法人間で認 め られ てい る内部会計 はか な り多 くの所 得 を割 り当て る

こ とが しぼ しば発生 す る。

この ことは当該企 業 に対 す る租税 の全体 は多す ぎるかあ るい は少 なす ぎ

る ことにな る。

もし前者 であ るな らば,当 該 会社 はその会計方法 の変更 をすみや かに行
9)

な うで あろ うし,も し後者 な ら旧会計手続 を保留 して ゆ くであ ろう。」

連結納税 申告 は1918年 に最初 に成文化 され,詳 細 な規定が な され た。 さら

に当該法規 は超過利 得税 目的の みな らず所得税 目的に も適 用 された。

1918年 法 は19!7年 に内国歳入庁長官 によって始 め られた 「関係 」 に関す る

分類 を継続 した。

240条 は次 の ように規定 してい る。

「本条 に よ り,2つ また はそれ以上 の内国法人 は次の場 合 に関係 会社 とみ

な され る。

(1)1会 社 が他 の会社 の実質的 にすべての株式 を直接 に所有 してい るか,

あるい は密接 な関係 のあ る利害 関係人 もし くは名義人 を通 して支配 して

い る場合,

②2つ 以上の会社 の実質的 にすべての株式 が同一 の利 害関係人 に よって
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所 有 又 は支 配 され て い る場 合 。」

上 記 の(1)に 関 す る要 件 は 「A」 種 の 関係 と して理 解 され て い る もの で あ り
,

② に基 づ く要 件 は 「B」 種 の 関 係 と して理 解 され て い る もの で あ る。 と ころ

で 「実 質 的 にす べ て の株 式 」 あ るい は 「同 一 利 害 関係 人 」 とい う よ うな一 般

的 な用 語 に よ って もた ら され た不 明確 さ につ い て の問 題 に対 処 す るた め,内

国歳 入 庁 長 官 は財 務 省 令 第3389(TreasuryDecisionNo .3389)を 発 表 し,

「実 質 的 にす べ て の 株 式 」 とい う用 語 に対 して 具 体 的 に95%と い う判 断 を く

だ濃 。

1918年 法 に よって,連 結納税 申告 は超過利得税 ばか りでな く
,所 得税 目的

のた めに も適用 され るよ うになった。 しか もそれ らはすべ ての関係法人 グル

ープ に対 して両 方の 目的 のために強制 されたの であ る
。

1918年 法 の基本 的な 目標 は,当 時 の慣習 を成文 法 に組 み入 れ る ことで あっ

た。

1921年 の歳入 法

1921年 の歳入 法の もとで は,法 人所得税 は一定 率 に変更 されたので
,連 結

納税 申告書 を要求 す る主 な理由 は消滅 した。

その よ うな事情 か ら,連 結 はただ関係 法人 グループの選択 とい う任意 の基

準 でのみ留保 された にす ぎなか った。

すなわ ち,1921年 法 は租税 回避 を防 ぐ手段 としての強制 的な政 策か ら
,納

税義務 者の選択 とい うように,政 策 の転換 がな されたの であ る。 しか しなが

ら,当 時の議会 で は連結納税 申告書 を支持 してい るよ うで あった。

この ように して連 結納税 申告書 は選択 的 な もの とな ったが,ひ とたび当該

申告書 の提 出 を選択 した場 合 には,そ の後 の年度 に拘束力 が及 ぶ ことにな る
12)

と1921年 歳 入 法 に お い て も規 定 して い る。
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1924年 と1926年 の歳入法

1924年 法 と1926年 法の どち らも,連 結 の領域 にお ける主要 な変更 はなか っ

た。 しか しなが ら,両 法 とも 「関係」 の要件 について は規 定の修 正が行われ

た。

1924年 法 は公式 的 には 「実質的 にすべ ての株式 を所有 す る とい うこと」 は

95%で ある とい う内国歳入庁長官 の解釈 を採 用 した もので ある。

しか しなが ら,1926年 法 は関係 の定 義 を関係法人 の議決権株式 の少 な くと

も95%の 所有 を要求 す る とい う具体的 な ものに した。

1926年 法 にお ける95%所 有 とい う意味 は議決権 に基 づ く適 合基準 にかわ っ

て,配 当に関 し有 限か つ優先 的 な非議 決権以 外のすべ ての種類 の株式 の基準
エの

で 算 定 され る こ とにな った 。

1928年 の歳 入 法
14)

1928年 まで に,連 結 納 税 申 告 書 に関 す る訴訟 は非 常 に多 くな っ て し まっ た

の で,下 院(theHouseofRepresentatives)は か か る混 乱 を さ け る唯一 の

方法 は,連 結納 税 申 告 書 を廃 止 す る こ とで あ る と決 定 した 。 しか しなが ら歳

入 歳 出委 員 会(theWaysandMeansCommittee)の 報 告 は・ 次 の よ うに述

べ て い る。

「連 結 納 税 申告 の規 定 は 当該 法 令 の解 釈 な らび に適 用 にお い て か な り重 要

な問題 や 困 難 な問題 を提 起 して きた。 これ らの 問題 の 大部 分 の もの は今 日

まで要 望 に応 じ られ て はい な か った が,連 結 納 税 申告 規 定 の実 質 的 な改 正
15)

が 望 まれ る。」

連 結 納 税 申告 は1929課 税 年 度 と以 後 の課 税 年度 に関 す る議 案 で 廃 止 され,

それ 以 来 関 係 法 人 は個 別 納 税 申 告書 を提 出 す る こ とを要 求 され る こ とに な る。

それ に もか か わ らず,1928年,連 結 納税 申告 書 を提 出 す る特 権 は両 院協 議

委 員 会(theConferenceCommittee)に お い て上 院(theSenate)の 主 張

に基 づ い て回 復 され た。 連 結 納 税 申 告書 に関 す る訴 訟 と一 般 的 混 乱 を減 少 さ
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せ るた めに,1928年 法 は新 しい概 念 を導入 した。 それ は,1929年 お よび その

後 の年 に連 結納税 申告書 を提 出す る特権 を行使 す るた めには,関 係法人 は当

該規則 に同意 しなければな らな い とい う概 念 であ る。

1928年 法 は,ま た,い わ ゆる 「B」 種 の関係 を削除 した。歳 入 法第141条

d項(Sectionl41(d))は 関連 グル ープ を,

(1)会 社(共 通 の親 会社 を除 く)の それ ぞれ の株式 の少 な くとも95%が そ

の1社 また はそれ以上 の他 の会社 によって直接 に所有 されてい る場 合

(2)共 通 の親 会社 が他の会社 の うちの最低1社 の少 な くとも95%の 株 式 を

直接所有 してい る場 合

株 式の所有 を通 じて共通 の親 会社 と1社 あ るい はそれ以上 の会社 の連鎖 であ

る と定義づ けた。 なお本条 にお ける株 式 とは配 当に制 限が あ り,か つ優先権

ゆ
が ある無議決権 株式 を含 まない。

「B」 種 の関係 を削除 したた めに,「 同一 利害関係人」 によって所有関係 が

ど う構成 されて いるか とい う問題 に関す る多 くの訴訟 は解 消 した。

伯32年 の歳 入 法

1932年 の歳 入 法 にお い て,非 常 に重 要 な 変化 が 引 き起 こ され た。 いわ ゆ る

「ペ ナ ル テ ィ税(penaltytax)」 が 不 景 気 時 代 とい う社 会 経 済 的情 勢 の 結 果

と して生 じた の で あ る。1929年 の ニ ュー ヨー クの ウ ォー ル 街 に お け る株 価 の

暴 落 に端 を発 した世 界 恐 慌 は ア メ リカ経 済 に深 刻 な影 響 を与 え,そ の こ とは
17)

当然税収 に も影響 したので ある。

ある議員 は,関 係法人 があ る従 属会 社の損失 を他 の従 属会社 の利 益 を もっ

て相殺 す る ことが許 され るので,単 一 法人 よ り節税 を得 る ことにな る と告発
18)

し た 。

そ こ で 規 則75条(Regulations75)に よ り,連 結 納 税 申 告 書 を提 出 す る 会

社 は1932年 お よ び1933年 に 限 っ て3/4%の 付 加 税(additionaltax)を 課 す

と規 定 し た 。
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この よ うな節 税 対 策 を防止 す る 目的 で議 会 は1932年 お よ び1933年 に連 結 納

税 申告 書 を提 出 す る関連 グル ー プ に この付 加 税 を課 した の で あ る。

1933年 の 国家 産 業 復 興 法(theNationalIndustrialRecoveryActof

1933)は,1934年 お よ び1935年 まで この付 加 税 を延 長 し,さ ら に その税 率 を

1%に 引 き上 げ た の で あ る。 しか し なが ら,こ の税 率 が 実 施 さ れ る前 に,

1934年 歳 入 法 は1934年 お よび1935年 に 当該 税 率 を2%に 変 更 した 法令 を制 定

した 。

1934年 の歳入法

合衆 国 にお ける経済界 の不況 は頂点 に達 したので,連 結納税 申告書 の制度

を廃止 した。下 院の歳 入歳 出委員会(theHouseWaysandMeansCommit-

tee)の 任命 した小委 員会(theSubcommittee)は,1933年12月 には完全 に

連結納税 申告書の廃止 を勧告 した。小委 員会報告 は,不 況 時 にお ける連 結納

税 申告書の提 出 に関す る特権 の弊害 を次の ように述べ ている。

「連結納税 申告書 を提 出す る特権 はわが国 に既 存す る大企業集 団に実質的

に利益 をもた らす こ とは否定 で きない。 この ことは特 に不況 の時代 に重要

な問題 であ る とい える。

すなわち,連 結納税 申告書の効 果 のた めに,あ る会社 の損失 が他 の会社

の純所得 お よび租税 を減少 させ て しまうこ とを認 め る ことになる。 また,

不況 時 にはよ り多 くの損失が発生 しがちであ るか ら,こ の効果 は租税収 入

に重大 な影響 を及 ぼす。 さらに,連 結納税 申告の他 の効 果 は租税 を延期 す

る とい うことで あ る。 この こ とは内部取 引 につ いて租税 目的 のた めに認識

され る利益 は存在 しないためであ る。 す なわ ち,連 結 グル ープの ある成果

に関す る利益 は異 な った構成 員や集団の手元 に渡 って,当 該集団 の外部 の
19)

ものに売却 され るまで課税 され ないか らで あ る。」

小委員会 の勧告 に基 づいて行 動す る前 に,下 院 の歳入歳 出委員会 は当該 問

題 に関す る意 見 を表明す るた めに財務省 を招 いた。
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そ こで財務省長官 は 「関係 法人か ら発表 され る正確 な損益計算書 を確保 す

るための方法 は,す べての内部取 引 を控除 した連結納税 申告書 を要求 す る こ

とであ る と指摘 した。 そ うでない と,利 益 と損失 は関係会社 の あいだで移動

してい るこ とにな り,関 係会社 の個 々の損 益計算書 は当該企 業集団 の正 確 な
2[I}

全体利 益額 を表 示 しない。」 と連 結納税 申告制 度 の廃止 の提案 に反対 した。

鉄道会社 の代表者 も同一 の立場 を とっていた。

財務 省 の答弁 を支持 して歳 入歳出委員会 は}連 結納税 申告制度 を廃止 す る

ことは有益で はない と決定 した。 それ に もかかわ らず,上 院 の見解 は連結納

zl)

税 申告制 度の保 留 に反対 した。

下院 の当該制 度 の維持 の主張 と上 院の当該制度 の廃止 の主張 とが相対立 し

て しまったので,両 院協議委員会 は両者 の説得 を した。 その結 果,連 結納税

申告制度 は将来 完全 に廃止 してゆ くが,当 面 は鉄道会社 に対 しての み当該 申

告書 を提 出す る特権 を継 続 したのであ る。

1936年 と1938年 の 内 国歳 入 法

1936年 法 は鉄 道 会 社 の定 義 の 範 囲 を路 面,郊 外,あ る い は都 市 間 の電 気 軌

道 に拡 大 した。 さ ら に,1938年 法 で は,無 軌 道 トロ リー 系 統 お よび市 街 バ ス
`L2)

あるいは市外バ ス系統 を包含 した。

1940年 と1942年 の 内 国 歳 入 法

1940年 法 は 「緊 急 国 防 費 支 弁 の た め 」,「各人 の能 力 に応 じて 負 担 す べ きで

あ る」 とい う理 由 で,6月 と10月 の2回 にわ た っ て改 正 され た 。 その 後,2

次 改 正 内 国歳 入 法(TheSecondRevenueActof1940)は 再 び連 結納 税 申

告 書 を提 出 す る選 択 権 を許 可 した。 しか しなが ら,当 該 申告 書 を提 出 す る特

権 は超 過 利 得 税 申告 書 に制 限 され た の で あ る。

この よ うに 当該 申 告書 の提 出 は法 人 に とって選 択 的 な もので あ っ た が,あ

る種 の 法 人 は,「 包 括 され る べ き法 人 」(includiblecorporation)の 定 義 か
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ら除 外 され た。 これ に該 当 す る法 人 は,超 過 利 得 税 の非 課 税 法 人,外 国法 人,

中 国 貿 易 法 人,1939年 法 の 第251条 の 利 益 の 資 格 を有 す る法 人,軍 関 係 法 人

お よ び保 険 会社 を包 含 して い た。 所 得 税 と超 過 利 得 税 の両 者 の た め に連 結 納

税 申告 書 を選 択 す る特 権 は,1942年 法 の可 決 に よ っ て適 用 され る よ うに な っ

た。

また,1942年 法 は連 結付 加 税 所 得(theconsolidatedsurtaxincome)の
23)

2%に 等 しい金額 で連 結納税 申告書 の提 出 を選択 した特権 に付加税 を課 した。

1954年 の 内国 歳 入 法

1942年 と1953年 の 間 に は重 要 な法 令 の 変 更 は な か っ た。 しか し な が ら,

1954年 に は内 国歳 入 法 は大 改 正 が行 わ れ た 。例 えば,関 係 会 社 の範 囲 を決 定

す る株 式 の 所 有 条 件 は95%か ら80%に 減 少 さ れ,さ ら に 公 益 事 業(public

utilities)に 対 す る2%の ペ ナ ル テ ィ課 税 を廃 止 した 。
24)

また,1954年 法 は超過利得税 に関す るすべての規定 を削除 した。

さ らに,収 入 お よび利益計算 目的(earningandprofitscomputationpur-

poses)の た めに,連 結所得税債務(theconsolidatedincometaxliability)

を関係 グループの間 に配分 す る4つ の選択 的方法 を規定 した。 その規定 の内

容 は次の よ うになって いる。

(1)租 税 は関係会社集団 の各構成会社 に帰属 す る連結課税所得 の全体 に対

す る割合 に従 って各構成会社 の問 に配分 す る。

② 関係会社集 団の租税 はその集 団の それ ぞれの構成会 社の租税 が個別納

税 申告書 に よって算定 された場 合の税額 に対 してその集団 のすべ ての構

成会社 の個別 申告書 によって算定 され る税額 の百分率 に よって当該集 団

のそれぞれの構成 会社 に配分 す る。

(3)関 係会社 集団の租税(連 結 に よって生 ず る租税 の増加額 を除 く)は,

関係 会社 集団 の連結課税所得 に対 す る当該集 団の それ ぞれの=構成 会社 の

出資金 に基づ いて配分 す る。連結 か ら生 ず る租税 の増加額 は個別 納税 申

12国 際経営論集No.192000



告書基準 に よって決定 された租税 と連結課税所得 に対 す る出資金 によっ

て計算 され た租税(内 国歳 入 法第1503(a)お よび財 務省 規則 第1 .X502-

30(a)によって規 定 され てい る2%の 超 過利 得税 に関係 な く決定 され た)

との差額 によって算定 され た連結納税 申告書の作成 か らかか る構 成会社

に生ず る租税 の減 少 に直接比 例 してそれぞれの構 成会社 に配分 す る。

(4)当 該関係会社集 団の租税 は内国歳入庁長 官の承認 の もとに,当 該集 団
ヨらラ

に よって選択 され たその他 の方法 に よって配分 す る。

1964年 の 内国歳 入法

1966年 にお ける新連 結納税 申告規則 の公布 を除 いては,1964年 の内国歳 入

法が連結納税 申告書 に関す る最後 の主 な法令 の改正 で あった。 この主要 な改

正 とは1942年 法 で規定 され ていた2%付 加税 を廃止 した ことであ る。下 院の

歳入歳 出委 員会報告 では,国 家経 済の成長 を促進 す る意 向で あった1964年 法

の一般 的 テーマ のほかには,当 該付加税 の廃止 についての特別 な理 由 を示 し
26)

て は い な い 。

4

アメ リカにお ける連結納税 申告制度 の歴史 的な展開 を検 討 してみ る と,そ

の過程 は必ず し も単調 な もので はない。常 にアメ リカの社 会的,経 済的事情

を背景 として内国歳入法 や財務省規則 の改正が行 われてい るので あ る。 そ こ

で,歴 史 的変遷 過程 を表示 す る と次の よ うにな る。

表1

年度 選択権
適 用

適 用 会 社 ペナルティ 所要持株高
超過利得税 所得税

1917 強 制 x ほ とん どの会社 0 ほとんど全株

1918 同 上 x X 同 上 0 同 上
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1921 任 意 x x 同 上 0 同 上

1924 同 上 X 同 上 0 95

1926 同 上 x 同 上 0 同 上

1928 同 上 X 生命保険会社除外 0 同 上

1932 同 上 X 同 上 0.75% 同 上

1933 同 上 X X 同 上 1% 同 上

1934 同 上 X 鉄道会社のみ 2% 同 上

1936 同 上 X 同 上 0 同 上

1938 同 上 x 鉄 道 とP.A.T.C剰 0 同 上

1939 同 上 x 同 上 0 同 上

1940

(6月)
同 上 X X 同 上 0 同 上

1940

(10月)
同 上 x ほ とん どの会社 0 同 上

1942 同 上 x x 同 上 2% 同 上

1950 同 上 x X 同 上 2% 同 上

1954 同 上 x 同 上 2% 80

1956 同 上 X 同 上 0 同 上

19fi4 同 上 X 同 上 0 同 上

1 PanAmericanTradeCorporation

表2

CORPORATERETURNS CONSOLIDATEDRETURNS

YEAR
NUMBER INCOME($X106} NUMBER INCOME($X106) SUBSIDIARIES

1948 630,670 36,273 1,418 2,609 6,373

1949 649,957 30.57 1,s79 2,221 6,825

1950 665,992 44,141 1,611 3,314 6,692

1951 687,310 45,333 1,940 4,187 7.55

1952 705,497 40,432 2,169 3,863 9,019

X953 730,974 41,819 2,408 4,186 9,fi70

1954 754,019 39,573 2,723 4,838 10,416
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1955 842,125 50,329 2>90fi

1956 924,961 50.14 3,594

1957 954,516 48,664 3,888

1958 1,032,632 43,490 3,719

1959 1,119.35 51,046 4,060

1960 1,87,642 50,332 4,534

1961 1,240,759 52,401 4,553

1962 1,318,757 56,248 4,847

1963 1,381,677 61,315 5,822

1964 1,437,209 68,735 7,450

19fi5 1,490,143 80,797 8,957

1966 1,537,857 87,740 9,759

1967 1,so9,900 86,654 10,765

1968 x,614,678 95,102 14,334

1969 1,737,877 93,433 1,155

190 1,747,629 83,711 19,871

5,839

6,155

5,695

5,ss1

6,711

6,836

7,049

7,QO4

9,571

19,928

zs,703

30,363

31,164

37,713

40,106

37,154

10,966

13,131

×3,512

13,656

14,951

16,547

19,501

21,182

26,951

36,412

39,670

41,20

47,69!

s2s73

83,438

97,586

出 典)U.S.TreasuryDepartment,InternalRevenueService,Statisticsof

Income1948-70.

ア メ リカで は税法上,連 結納税 申告が制度化 されてい るが,当 該 制度 の普

及 は十分 な もので はなか った。 その理 由 として,2%付 加税,自 由な損失 の

繰越 しお よび繰戻 し,免 税 的 な従属会社 の解散規 定,高 度 の経済 的繁 栄,さ

らに関係法人 グルー プは解体 あ るい は単一 法人 に統合 され る傾 向等 が挙 げ ら

れ る。 もっ とも,現 在付加税規定 につ いては廃止 されて いるので,最 近,連

結納税 申告書 の提 出 を選択 す る法人 も増加 の傾 向に ある ことは事実 であ る。

アメ リカにお ける当該制 度 の歴史的展 開 はその背景で あ る社会 的,経 済 的

事象 と深 い関係 にあるので,そ れ らの諸事情 の検 討が重 要な課題 で ある。 し

たが って,次 の機会 に諸々 の観点 か ら詳細 に,さ らに当該制度 の,史 的展開

を吟味 して ゆ きたい。
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